
 

 

                           

各  位                        平成 30年 3月 29日 

会 社 名 ｅＢＡＳＥ株式会社 

 （コード番号：３８３５ 東証第一部） 

本社所在地 大阪府大阪市北区豊崎五丁目４番９号 

代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 常 包 浩 司 

問 合 せ 先 取   締   役  

執 行 役 員 Ｃ Ｆ Ｏ 
窪 田 勝 康 

電 話 番 号 （０６）６４８６－３９５５（代表） 

U R L http://www.ebase.co.jp/ 

 
 
 

訴訟の判決に関するお知らせ 
 

 

 

当社が、株式会社インフォマート（以下「同社」といいます。）に対し提訴いたしました訴訟（以下、「本

訴」といいます。）および同社が当社に対し提訴いたしました訴訟（以下「反訴といいます。」）につき東京

地方裁判所による第一審判決の言い渡しがありましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．判決のあった裁判所および年月日 

  東京地方裁判所 

  平成30年３月28日 

 

２．訴訟の経過 

  当社は、同社が提供する「ＡＳＰ規格書システム」が、当社製品である「ｅＢＡＳＥserver」と同一のデ

ータベース構造及び辞書を搭載しており、著作権侵害及び使用許諾契約違反（CSV使用許諾にかかる契約違反）

が存するとして、同社に対し、平成27年８月４日付けで、侵害行為の差止及び損害賠償金の支払いを求める

訴訟を提起いたしました（東京地方裁判所平成２７年（ワ）第２１８９７号著作権侵害行為差止等請求事件）。

また、同社からは平成28年11月７日付けで、当社の提訴した訴訟が不当である等として損害賠償を求める反

訴が提起されておりました（東京地方裁判所平成２８年（ワ）第３７５７７号損害賠償請求反訴事件）。 

 

３．判決の内容 

  当社の同社に対する本訴請求、同社の当社に対する反訴請求のいずれも棄却する。 

   なお、当社は現時点において判決文の送達を受けておりませんので、この判決の理由の詳細については関

知しておりません。 

 

４．今後の見通し 

  判決文の送達後、判決文の内容を検討し、公表すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。 

 

５．業績への影響 

  本判決は当社に損害賠償義務を負担させるものではなく、本判決が当社業績に与える影響はありません。 

 

 

以 上 

 


